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自治基本条例の情報共有 ｐ６７
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①情報提供 町は、町政の情報について、
町民に積極的に提供します。

２ 情報の提供は、分かりやすく、かつ、適
時に行います。

②説明責任 町は、行政運営の透明性を高
めるため、町政について、町民に分かりやす
く説明する責任を果たします。

２ 町は、町民から説明を求められた場合には、
誠実に応答します。

③情報公開 町民は、町政に関する情報に
ついて、町にその開示を求めることができま
す。

④個人情報保護 町は、その保有する個人
情報について、適切な保護を図ります。

情報公開条例（町の保有する情報の公開を請
求する権利）、

個人情報保護条例（個人情報の適正な取扱い
について必要な事項を定める）

情報提供

一般会議は議会が町民の意見を聞く
会議（現在は設置されていない）



自治基本条例の情報共有 ｐ６７（条文集）
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下川町 白老町 苫小牧市 川崎市 上越市 ニセコ町 八雲町 八雲町 美幌町

情報
共有

(町民の知る権利)

第5条　町民は、町及び

議会が保有する情報を

知る権利があります。

2　町は、保有する情報が

町民と共有する財産であ

ることを認識し、積極的な

公開に努めます。

3　町は、情報を正確で分

かりやすく提供するととも

に、町民が容易で速や

かに得られるように多

様な媒体の整備と活用

に努めます。

4　町は、第1項に規定す

る権利を明らかにするた

め、情報公開に関する

制度を別に定めます。

(個人情報の保護)

第6条　町民は、自らに関

する個人情報につい

て、開示、訂正及び利

用停止を町及び議会に

請求する権利がありま

す。

2　町は、町民の基本的人

権を守るため、町が保有

する個人情報を保護しま

す。

3　町は、第1項に規定す

る権利を明らかにするた

め、個人情報の保護に

関する制度を別に定め

ます。

（情報共有）

第４条 私たちは、互いに情報を

伝え、情報共有によるまちづく

りの推進に努めます。

（情報公開）

第５条 町は、町民に開かれた

町政運営を推進するため、町

が保有する情報をわかりやす

く提供し、公開するよう努めま

す。

２ 町は、町が保有する情報を

統一した基準により管理し、保

存します。

３ 前２項に関して必要な事項

は、別の条例等で定めます。

（説明責任）

第６条 町は、公正で開かれた

町政を進めるため、町政に関

して町民に積極的に分かり

やすく説明します。

２ 町は、町民から説明を求め

られた場合には、誠実に応

答します。

（町民の意見等への取扱

い）

第７条 町は、町民の意見、要

望、苦情等（以下「町民の意

見等」といいます。）に対し、迅

速かつ誠実に対処します。

２ 町は、前項で寄せられた町

民の意見等への対処経過につ

いての記録を共有し、適切に管

理します。

（選挙）

第８条 町長や町議会議員の候

補者は、選挙に当たり、町政に

関する自らの考え方を町民

に示すよう努めます。

(情報提供及び情

報公開)

第4条　市は、まち

づくりに関する情

報の市民との共

有の推進を図るた

め、適時に、かつ、

適切な方法によ

り、分かりやすく、

まちづくりに関す

る情報を市民に提

供する措置を講じ

るとともに、別に条

例で定めるところ

により、市民の請求

により市が保有す

る情報を開示する

制度を設けるものと

する。

（情報提供）

第２３条　市は、市民生活に必要

な情報について、市民に積極的に

提供します。

２　情報の提供は、分かりやすく、

かつ、適時に行います。

　(情報公開)

第２４条　市民は、市政に関する

情報について、市にその開示を求

めることができます。

２　市は、前項の請求に対しては、

正当な理由がない限り、これに誠

実に応じます。

　(個人情報保護)

第２５条　市は、その保有する個

人情報について、適切な保護を図

ります。

２　市民は、自己の個人情報につ

いて、市にその開示、訂正及び利

用の停止等を求めることができま

す。

３　市は、前項の請求に対しては、

正当な理由がない限り、これに誠

実に応じます。

　(会議公開)

第２６条　市長等に置かれる審

議会、審査会等（以下「審議会

等」といいます。）の会議は、正当

な理由がない限り、公開します。

　（情報共有の手法等の整備）

第２７条　市は、市民との情報の共

有化の積極的かつ効果的な推進

並びに参加及び協働による自治

運営に資するため、第２３条から

前条までに定めるもののほか、市

民との情報の共有に係る手法

等の整備を図ります。

（情報共有及び説明責任）

第１８条 市議会及び市長等は、市

政運営に関する情報を市民に積

極的に提供するとともに、市民の

意見の把握に努め、市民との情

報の共有を図らなければならな

い。

２ 市長等は、政策の立案、実施、

評価及び見直しに至るまでの過

程及び内容を市民に分かりやす

く説明しなければならない。

（情報公開）

第１９条 市議会及び市長等は、市

政運営に関する市民の知る権

利を保障することにより、市民参画

をより一層推進するとともに、公正

な市政運営を確保するため、市議

会及び市長等の保有する情報

を、市民の求めに応じ、原則として

公開しなければならない。

２ 前項の市議会及び市長等の保

有する情報の公開の手続等につい

ては、別に条例で定める。

（個人情報保護）

第２０条 市議会及び市長等は、市

民の基本的人権である個人の尊厳

を確保するため、市議会及び市長

等の保有する情報に含まれる個

人情報を適切に保護するととも

に、市民の自己に係る個人情報

の開示請求等の権利を保障しな

ければならない。

２ 前項の個人情報の適切な保護及

び市民の自己に係る個人情報の開

示請求等の手続等については、別

に条例で定める。

第3章　情報共有の推進

(意思決定の明確化)

第6条　町は、町政に関する意

思決定の過程を明らかにする

ことにより、町の仕事の内容が町

民に理解されるよう努めなけれ

ばならない。

(情報共有のための制度)

第7条　町は、情報共有を進める

ため、次に掲げる制度を基幹に、

これらの制度が総合的な体系を

なすように努めるものとする。

(1)　町の仕事に関する町の情

報を分かりやすく提供する制

度

(2)　町の仕事に関する町の会

議を公開する制度

(3)　町が保有する文書その他

の記録を請求に基づき公開す

る制度

(4)　町民の意見、提言等がま

ちづくりに反映される制度

(情報の収集及び管理)

第8条　町は、まちづくりに関す

る情報を正確かつ適正に収集

し、速やかにこれを提供できるよ

う統一された基準により整理し、

保存しなければならない。

(個人情報の保護)

第9条　町は、個人の権利及び利

益が侵害されることのないよう個

人情報の収集、利用、提供、管理

等について必要な措置を講じなけ

ればならない。

第２章 情報共有

１ 情報共有の基本

(1) 町民、議会及び行政は、互

いに町政に関する情報を伝え

合い、情報の共有が町民主

体の自治の根源であることを

強く認識することを基本としま

す。

２ 情報提供

(1) 議会及び行政は、町民とこ

の条例の基本理念の実現を図

るため、その保有する町政

に関する情報及び町民生

活に必要な情報等を積極的

に、わかりやすく、適時に提

供するものとします。

３ 説明責任

(1) 議会及び行政は、町政の

執行において透明性を確保す

るため、町民に対して町政に

関する情報について説明す

る責務を有します。

４ 情報公開

(1) 町民は、町政に関する情

報の開示を求める権利を有

します。

(2) 議会及び行政は、町民から

町政に関する情報の開示を

求められたときは、別に条例

に定めるところにより、情報を

公開します。

５ 個人情報の保護

(1) 議会及び行政は、個人の

権利や利益が侵害されないよ

う、その保有する個人情報に

ついて、別に条例に定めると

ころにより、適正な保護を図り

ます。

６ 町民の意見

(1)行政は、町民の意

見、提言及び要望等に

対し、迅速かつ誠実に対

処するとともに、行政運

営に反映するよう努め

ます。

(2) 行政は、前項で寄せ

られた町民の意見等へ

の対処経過についての記

録を共有し、適切に管理

するための制度の整備

に努めます。

７ 情報の収集及び管

理

(1) 行政は、行政運営に

関する情報を正確かつ適

正に収集し、速やかに提

供できるよう整理し、保存

します。

８ 会議の公開

(1) 地方自治法第138 条

の4 第3 項に規定する審

議会及び政策の推進に

あたり設置される機関及

びこれに類するもの（以

下「審議会等」という。）

は、原則公開とします。

ただし、公開することが適

当でない場合は、その理

由を公開し、非公開とす

ることが出来ます。



町民と行政の情報共有
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町民と議会の情報共有
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町民参加制度の課題は情報共有

町
民
が
町
政
に
参
加
し
て
く
れ
な
い

町
民
が
町
政
に
参
加
し
て
く
れ
な
い

制度を知ら
ない（情報
がない）

制度を知ら
ない（情報
がない）

敷居が高い
（自分と関
係ない・無
関心）

敷居が高い
（自分と関
係ない・無
関心）

意見を言っ
ても変わら
ない（失望）

意見を言っ
ても変わら
ない（失望）

ＨＰ
広報

町民
を知
る

人を
つな
げる

町民が役
に立った
という充
実体験

市民参加条例や市民
参加推進計画の策定
により、審議会の公開、
公募委員制の導入、パ
ブリック・コメントの制度
化等を整備され、町民
が町政に参加する仕
組みはできたが、町民
の実感はあまり高くな
い状況がある。

自治体職員のコメント自治体職員のコメント

パブリックコメントを実
施する案件によっては、
市民からの提出意見
が少ない場合がある
（提出意見がゼロとな
る場合もある）。
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久喜市の市民参加推進員制度

制度の概要

市民参加推進員制度とは、市民参加推進員(登録
いただいた市民のみなさん）が、市から送付される
市民参加に関する情報に基づき、自ら積極的な市
民参加に努めていただくとともに、多くの市民のみ
なさんに対して市民参加の働きかけを行っていただ
くという市民のみなさんのネットワークを活用した制
度です。
これからの市民参加は、「協働のまちづくり」に向
けて、市が一方的に推進するのではなく、多くの市
民のみなさんに参加していただきながら、一緒に
なって推進していくという趣旨で制度化したものです。

市からの情報提供は、原則的には電子メールで行います。電子メール
アドレスをお持ちでない推進員の皆さんには、ファクシミリ、郵送等にて
送付します。

【自ら市民参加】
審議会等の委員の公募のお知らせに

対して、興味のある審議会等への応募
に努めていただきます。
（応募資格が18歳以上のため、18歳以
上の市民参加推進員）

【多くの市民のみなさんへの働きかけ】
市が委員の公募をしていることを知ら

せ、興味のあるものへ応募するよう働
きかけていただきます。

【自ら市民参加】
市民意見提出制度（パブリック・コメント）に

よる意見募集に対して、興味のある計画等
の案についての意見書の提出に努めていた
だきます。

【多くの市民のみなさんへの働きかけ】
市が意見募集をしていることを知らせ、興味

のあるものについて意見書を提出するよう働
きかけていただきます。

【自ら市民参加】
市民説明会・ワークショップ・講演会等

のお知らせに対して、興味のあるものへ
の参加、協力に努めていただきます。

【多くの市民のみなさんへの働きかけ】
市民説明会・ワークショップ・講演会等
に参加するよう働きかけていただきます。

【自ら市民参加】
調査、アンケートへの協力に努めていた
だきます。

【多くの市民のみなさんへの働きかけ】
市民参加推進員の他、市民のみなさんに

もアンケート等を求めている場合は、協力
するよう働きかけていただきます。

【自ら市民参加】
市民参加に関するイベント等への参加・
協力に努めていただきます。

【自ら市民参加】
市民参加条例に定める事項に関する意
見・提案をする役割があります。

市民参加推進員の活動（興味のあるものに参加）
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